
数量 金額 名称 金額

1日につき 5,000円 大分県公安委員会提出用（第6号様式） 4,000円

1日につき 4,000円 オムツ証明書（※生保＆一般保険の方共に） 0円

1日につき 4,000円 家庭裁判所提出用診断書（成年後見用） 3,300円

1日につき 4,000円 肝炎訴訟用医療照会書 3,300円

肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書（更新） 2,200円

肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書（新規） 3,300円

7,000円 車椅子意見書 3,300円

8,860円 健康管理手当用診断書 5,500円

22,060円 銃火気更新診断書 3,300円

7,130円 受診状況証明書 3,300円

4,000円 傷病証明書（ハローワーク提出用） 1,100円

5,000円 身体障害診断書 11,000円

5,000円 身体障害診断書（測定あり） 11,000円

4,220円 身体障害診断書（測定なし） 5,500円

10,000円 診療記録開示請求手数料 　※別途コピー代 5,500円

精神障害者保健福利手帳用 5,500円

特定疾患診断書（更新） 5,500円

3300円～ 特定疾患診断書（新規） 11,000円

10円 入院期間・手術・放射線照射診療報酬点数確認書 1,100円

100円 入院証明書 5,500円

550円 年金診断書 11,000円

4,400円 被保険者症状調査票（簡易保険） 5,500円

5,500円 保育園入所証明書 1,100円

3,300円 死亡診断書 5,500円

550円 死亡診断書（火葬用） 3,300円

3,300円 面談料 5,500円

2,200円

エイムゲン

帯状疱疹
水痘ワクチン（生ワクチン）

帯状疱疹
シングリックス（不活化ワクチン）

カルテ開示 基本手数料 1回

MRワクチン
ミールビック

画像データCDーR 1枚

健康診断書　　※別途検査料

医療費支払証明書

後遺障害診断書

交通事故用（診断書・明細書）

互助会の医療費様式

施設入所意見書

普通（証明書・診断書）

コピー代 1枚

ニューモバックス（助成なし）

破傷風ワクチン

B型肝炎ワクチン
ビームゲン

B型肝炎ワクチン
ヘプタバックスー２

インフルエンザワクチン

各種文書料

【 保 険 外 負 担 に 関 す る 事 項 】

各種ワクチン

　当病院では、患者様の保険外負担として認められている以下のものについて、各々のご負担額を定めさせて頂いております。
その使用料、利用回数に応じた実費のご負担をお願い致します。

料金表
名称

各種文書料

特室15号

個室16号

個室17号

個室18号

個室利用料



1食 510円

90日目までの入院 1食 240円(※)

1食 190円(※)

1食 110円(※)

※低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、保険者へ「標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。

※但し、別紙状態の場合( 状態に準ずる )180日を超えての入院については、対象除外と致します。

①基本診療料の施設基準等 ②特掲診療料の施設基準

〇急性期一般入院料 ６ 〇がん性疼痛緩和指導管理料

〇入院時食事療養（１） 〇がん治療連携指導料

〇後発医薬品使用体制加算 １ 〇外来化学療法加算 ２

〇認知症ケア加算 ３ 〇外来腫瘍化学療法診療料 ２

〇CT撮影・１６列以上６４列未満マルチ 〇外来リハビリテーション診療料

〇診療録管理体制加算 ３ 〇運動器リハビリテーション料（Ⅲ）

〇データ提出加算 １ 〇呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）

〇せん妄ハイリスク患者ケア加算 〇在宅時医学総合管理料

〇特定施設入居時医学総合管理料

91日目以降の入院

低所得Ⅱ　

低所得Ⅰ　

入院時食事療養（Ⅰ）

【 保 険 外 併 用 療 養 費 に 関 す る 事 項 】

【 届 出 に 関 す る 事 項 】

180日を超えて入院となった場合は、180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴う
看護に係る料金として、厚生労働大臣が定める計算により算定した額を( 1日 2,110円 )
別に、患者さまに負担していただくことになりますのでご了承ください。

□入院期間が180日を超える入院について

□当院は次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養　について

令和６年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を
希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

　　先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当の料金のことを言います。

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時
（夕食については午後6時以降）、適温で提供しています。
入院中の食事代（食事療養費）は1食につき次のとおりとなります。

一般


